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(57)【要約】
【課題】心拍によって生じるモーションアーチファクト
を抑制することができる超音波診断装置を提供する。
【解決手段】超音波画像を作成するための被検体への超
音波の送受信を制御する制御部であって、心拍によって
被検体の生体組織が動いてＢフロー画像にモーションア
ーチファクトが生じる期間として設定された収縮期にお
いては超音波の受信を停止させる制御部を備える。また
、収縮期において、拡張期における超音波の送受信によ
って取得されたエコー信号に基づいて作成されたＢフロ
ー画像を表示させる表示制御部を備える。収縮期及び拡
張期は、ＥＣＧ信号に基づいて特定される。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波画像を作成するための被検体への超音波の送受信を制御する制御部であって、心
拍によって被検体の生体組織が動いて前記超音波画像にモーションアーチファクトが生じ
る期間として設定されたアーチファクト期間においては超音波の受信を停止させる制御部
　を備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記アーチファクト期間においては、該アーチファクト期間ではない期間における超音
波の送受信によって取得されたエコー信号に基づいて作成された超音波画像を表示させる
表示制御部を備えることを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記制御部は、超音波の受信のほか超音波の送信も停止させることを特徴とする請求項
１又は２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　被検体に送信された超音波のエコー信号を複数フレーム分重み付け加算して得られた超
音波画像を表示させる表示制御部であって、心拍によって被検体の生体組織が動いて前記
超音波画像にモーションアーチファクトが生じる期間として設定されたアーチファクト期
間においては、該アーチファクト期間ではない期間において取得されたエコー信号よりも
、前記アーチファクト期間に取得されたエコー信号の加算割合が小さい超音波画像を表示
させる表示制御部
　を備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　前記アーチファクト期間の受信ゲインを前記アーチファクト期間ではない期間の受信ゲ
インよりも低くするゲイン調節部を備えることを特徴とする請求項４に記載の超音波診断
装置。
【請求項６】
　前記超音波画像はＢフロー画像であることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に
記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記アーチファクト期間は、被検体の心拍情報に基づいて特定されることを特徴とする
請求項１～６のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記アーチファクト期間と該アーチファクト期間ではない期間とを識別するための報知
を行なう報知部を備えることを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の超音波診
断装置。
【請求項９】
　前記表示制御部が前記報知部であり、前記表示制御部は、前記アーチファクト期間と該
アーチファクト期間ではない期間とを識別可能な識別可能画像を表示させることを特徴と
する請求項８に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記表示制御部は、前記識別可能画像として、前記アーチファクト期間と該アーチファ
クト期間ではない期間とで異なる表示形態の超音波画像を表示させることを特徴とする請
求項９に記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記表示制御部は、前記識別可能画像として、前記アーチファクト期間又は該アーチフ
ァクト期間ではない期間のいずれかであることを示す指示画像を表示させることを特徴と
する請求項９又は１０に記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、心拍の影響によって超音波画像に生じるアーチファクトを抑制できる超音波
診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　被検体に超音波を送信して得られたエコー信号に基づいて作成される超音波画像を表示
する超音波診断装置が知られている。例えば、非特許文献１，２には、超音波画像として
、静止している生体組織に対する血流動態を画像化することができるＢフロー（Ｂ－ｆｌ
ｏｗ）画像が開示されている。Ｂフロー画像は、ｃｏｄｅｄ　ｅｘｃｉｔａｔｉｏｎの手
法により、静止している生体組織からの信号を排除し、血流などの動きのある部分の信号
を抽出して作成される画像である。
【０００３】
　Ｂフロー画像には、白黒のＢフロー画像とＢフローカラー画像（例えば、非特許文献３
参照）とがある。白黒のＢフロー画像では、血流を始めとして動いている部分が高輝度で
表示され、Ｂフローカラー画像では、動いている部分がカラー（ｃｏｌｏｒ）で表示され
る。
【０００４】
　ところで、乳癌になると、乳房組織に微小石灰化（軟組織内における石灰化で平均直径
が百～数百ミクロンのもの）が生じることが知られている。この微小石灰化部は、白黒の
Ｂフロー画像において高輝度で表示されるので、Ｂフロー画像が微小石灰化の観察に適し
ていることが、非特許文献４に開示されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｙ．ｃｈｉａｏ，Ｌａｒｒｙ　Ｙ．Ｍｏ　ｅｔ　ａｌ
．，Ｂ－Ｍｏｄｅ　Ｂｌｏｏｄ　Ｆｌｏｗ（Ｂ－Ｆｌｏｗ）　Ｉｍａｇｉｎｇ，　Ｕｌｔ
ｒａｓｏｎｉｃｓ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ，　２０００　ＩＥＥＥ，　米国，ＩＥＥＥ，　
２０００年，　ｖｏｌ．２，　ＰＰ．　１４６９－１４７２
【非特許文献２】西岡真樹子，「Ｂ－ｆｌｏｗによるフローイメージング　３Ｄ法を含め
て」，臨床画像，メジカルビュー社，２００８年５月，ｖｏｌ．２４，Ｎｏ．５，ｐ．６
２７－６３０
【非特許文献３】Ｈａｍａｚａｋｉ　Ｎａｏｋｉ，外１１名，「ｔｈｅ　ｕｓｅｆｕｌｎ
ｅｓｓ　ｏｆ　Ｂ－ＦＬＯＷ　ＣＯＬＯＲ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｓｕｂｐｌｅｕｒａｌ　ｌ
ｅｓｉｏｎｓ」，Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｒａｄ
ｉｏｌｏｇｙ，２００７，ｖｏｌ．５２，Ｎｏ．１，ｐ．１１９－１２８
【非特許文献４】Ｌｕｃａ　Ｂｒｕｎｅｓｅ、外７名，「Ａ　Ｎｅｗ　Ｍａｒｋｅｒ　ｆ
ｏｒ　Ｄｉａｇｎｏｓｉｓ　ｏｆ　Ｔｈｙｒｏｉｄ　Ｐａｐｉｌｌａｒｙ　Ｃａｎｃｅｒ
」，Ｊ　Ｕｌｔｒａｓｏｕｎｄ　Ｍｅｄ，米国，Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ
　ｏｆ　Ｕｌｔｒａｓｏｕｎｄ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ，２００８，ｖｏｌ．２７，ｐ
．１１８７－１１９４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　白黒のＢフロー画像においては、上述のように血流を始めとして動いているものの輝度
が高く表示される。従って、微小石灰化部が周囲の組織と比較して高輝度で表示される理
由は、送信された超音波の音圧によって微小石灰化部が振動しているためであると考えら
れる。本願発明者は、Ｂフローカラー画像においても、微小石灰化部がカラーで表示され
ることを確認している。
【０００７】
　ところで、白黒のＢフロー画像及びＢフローカラー画像は、動いているものを画像化し
たものであるため、心拍によって被検体の生体組織が動くと、組織の動きによるアーチフ
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ァクト、すなわちモーションアーチファクトが生じる。具体的には、白黒のＢフロー画像
は全体的に輝度が高くなり、Ｂフローカラー画像は全体がカラーで表示される。このよう
なモーションアーチファクトが生じると、微小石灰化部が全体に埋もれたようになり、識
別することが困難になる。以上のようなことから、微小石灰化部の視認性確保等を目的と
して、白黒のＢフロー画像及びＢフローカラー画像などの超音波画像において、心拍によ
って生じるモーションアーチファクトを抑制できる超音波診断装置が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述の課題を解決するためになされた発明は、超音波画像を作成するための被検体への
超音波の送受信を制御する制御部であって、心拍によって被検体の生体組織が動いて前記
超音波画像にモーションアーチファクトが生じる期間として設定されたアーチファクト期
間においては超音波の受信を停止させる制御部を備えることを特徴とする超音波診断装置
である。
【０００９】
　また、他の観点の発明は、上記観点の発明において、前記アーチファクト期間において
は、該アーチファクト期間ではない期間における超音波の送受信によって取得されたエコ
ー信号に基づいて作成された超音波画像を表示させる表示制御部を備えることを特徴とす
る超音波診断装置である。
【００１０】
　また、他の観点の発明は、被検体に送信された超音波のエコー信号を複数フレーム分重
み付け加算して得られた超音波画像を表示させる表示制御部であって、心拍によって被検
体の生体組織が動いて前記超音波画像にモーションアーチファクトが生じる期間として設
定されたアーチファクト期間においては、該アーチファクト期間ではない期間において取
得されたエコー信号よりも、前記アーチファクト期間に取得されたエコー信号の加算割合
が小さい超音波画像を表示させる表示制御部を備えることを特徴とする超音波診断装置で
ある。さらに、前記アーチファクト期間の受信ゲインを前記アーチファクト期間ではない
期間の受信ゲインよりも低くするゲイン調節部を備えていてもよい。
【発明の効果】
【００１１】
　上記観点の発明によれば、心拍によって被検体の生体組織が動いて前記超音波画像にモ
ーションアーチファクトが生じる期間として設定されたアーチファクト期間においては、
超音波の受信が停止されることによって、心拍によるモーションアーチファクトを抑制す
ることができる。
【００１２】
　また、上記他の観点の発明によれば、前記アーチファクト期間において超音波の受信が
停止され、なおかつ前記アーチファクト期間ではない期間において取得されたエコー信号
に基づいて作成された超音波画像が表示されるので、心拍によるモーションアーチファク
トがより一層抑制された超音波画像を表示することができる。
【００１３】
　また、上記他の観点の発明によれば、前記アーチファクト期間においては、アーチファ
クト期間ではない期間において取得されたエコー信号よりも、アーチファクト期間に取得
されたエコー信号の加算割合が小さい超音波画像が表示されるので、心拍によるモーショ
ンアーチファクトが抑制された超音波画像を表示することができる。さらに、前記アーチ
ファクト期間の受信ゲインを前記アーチファクト期間ではない期間の受信ゲインよりも低
くすることにより、心拍によるモーションアーチファクトがより一層抑制された超音波画
像を表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明における超音波診断装置の概略構成の一例を示すブロック図である。
【図２】表示部に表示された画像を示す図である。
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【図３】超音波の送受信の制御を説明する図である。
【図４】心室の拡張期及び縮小期と超音波の送受信の制御との関係を説明する図である。
【図５】収縮期において表示部に表示された画像を示す図である。
【図６】Ｂフロー画像からなる超音波画像が表示された表示部を示す図である。
【図７】第二実施形態において、心室の拡張期及び縮小期におけるＢフローカラー画像用
の受信ゲイン及び重み付け係数を説明する図である。
【図８】アーチファクト期間の他例を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
（第一実施形態）
　先ず、第一実施形態について、図１～図５に基づいて説明する。図１に示す超音波診断
装置１は、超音波プローブ２、送受信部３、エコーデータ処理部４、表示制御部５、表示
部６、操作部７、制御部８及び記憶部９を備える。
【００１６】
　前記超音波プローブ２は、複数の超音波振動子（図示省略）から被検体に対して超音波
を送信する。前記超音波プローブ２は、音線順次で超音波の走査を行なって超音波を送信
する。また、前記超音波プローブ２は、前記超音波振動子において超音波のエコー信号を
受信する。
【００１７】
　前記送受信部３は、前記超音波プローブ２から所定の走査条件で超音波を送信するため
の電気信号を、前記制御部８からの制御信号に基づいて前記超音波プローブ２に供給する
。また、前記送受信部３は、前記超音波プローブ２で受信したエコー信号について、所定
の受信ゲイン（ｇａｉｎ）で増幅する増幅処理、Ａ／Ｄ変換、整相加算処理等の信号処理
（受信処理）を行なう。前記送受信部３は、超音波の送信と受信とを切り替える送受信切
替スイッチ（図示省略）を有している。
【００１８】
　前記エコーデータ処理部４は、前記送受信部３から出力されたエコー信号のデータに対
し、対数圧縮処理及び包絡線検波処理を含むＢモード処理を行なってＢモードデータを作
成する。また、前記エコーデータ処理部４は、前記送受信部３から出力されたエコー信号
のデータに対しＢフロー処理を行ない、Ｂフローデータを作成する。
【００１９】
　前記表示制御部５は、前記エコーデータ処理部４で得られたＢモードデータ及びＢフロ
ーデータを、スキャンコンバータ（ｓｃａｎ　ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）によって走査変換し
てＢモード画像データ及びＢフロー画像データを作成する。また、前記表示制御部５は、
前記Ｂモード画像データ及び前記Ｂフロー画像データに基づいて、Ｂモード画像ＢＧにＢ
フロー画像ＢＦＧが重畳された超音波画像ＵＧを前記表示部６に表示させる（図２参照）
。前記表示制御部５は、本発明における表示制御部の実施の形態の一例である。
【００２０】
　前記Ｂフロー画像は、移動体の輝度が静止体の輝度よりも高い白黒のＢフロー画像や、
移動体の速度や移動方向に応じた色相を有するＢフローカラー画像である。
【００２１】
　また、前記表示制御部５は、被検体のＥＣＧ（ｅｌｅｃｔｒｏｃａｒｄｉｏｇｒａｍ）
信号を取得する心電計１００から前記制御部８に入力されたＥＣＧ信号の波形Ｓを、前記
超音波画像ＵＧとともに前記表示部６に表示させる。
【００２２】
　前記表示部６は、例えばＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）や
ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）などである。前記操作部７は、操作者が指
示や情報を入力するためのキーボード及びポインティングデバイス（図示省略）などを含
んで構成されている。
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【００２３】
　前記制御部８は、特に図示しないがＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　
Ｕｎｉｔ）を有して構成される。この制御部８は、前記記憶部９に記憶された制御プログ
ラムを読み出し、前記超音波診断装置１の各部における機能を実行させる。詳細は後述す
る。前記制御部８は、本発明における制御部の実施の形態の一例である。
【００２４】
　前記記憶部９は、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ：Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ
）や半導体メモリ（ｍｅｍｏｒｙ）である。
【００２５】
　さて、本例の超音波診断装置１の作用について説明する。前記超音波プローブ２によっ
て超音波の送受信が開始されると、前記表示制御部５は、図２に示すように前記表示部６
に超音波画像ＵＧを表示させる。この超音波画像ＵＧは、Ｂモード画像ＢＧにＢフロー画
像ＢＦＧが重畳された画像である。Ｂフロー画像ＢＦＧは、関心領域Ｒ内に表示されてい
る。本例では、Ｂフロー画像ＢＦＧはＢフローカラー画像であるものとする。
【００２６】
　また、前記表示制御部５は、前記超音波画像ＵＧとともにＥＣＧ信号の波形Ｓを前記表
示部６に表示させる。図において、前記ＥＣＧ信号の波形Ｓは、時間の経過とともに右か
ら左へ移動する。前記ＥＣＧ信号の波形Ｓの右端が現時点を意味している。
【００２７】
　前記制御部８は、図３に示すように、Ｂモード画像用の超音波の送受信と、Ｂフローカ
ラー画像用の超音波の送受信とが交互に行われるよう、超音波の送受信を制御する信号を
出力する。Ｂモード画像用の超音波の送受信は、Ｂモードデータの作成に適したスキャン
パラメータによる超音波の送受信である。また、Ｂフローカラー画像用の超音波の送受信
は、Ｂフローデータの作成に適したスキャンパラメータによる超音波の送受信である。
【００２８】
　また、前記制御部８は、前記心電計１００から入力されるＥＣＧ信号に基づいて、超音
波の送受信を制御する信号を出力する。前記制御部８は、心拍によって被検体の生体組織
が動いて前記Ｂフロー画像ＢＦＧにモーションアーチファクトが生じる期間として設定さ
れたアーチファクト期間においては、超音波の受信を停止する制御信号を出力する。前記
アーチファクト期間として、心周期における所定の期間が設定される。本例では、前記ア
ーチファクト期間として心室の収縮期が設定されているものとする。前記制御部８は、前
記ＥＣＧ信号に基づいて収縮期を特定し、超音波の送受信を制御する信号を出力する。例
えば、前記制御部８は、ＥＣＧ信号の波形におけるＲ波を検出して、このＲ波の検出から
所定時間経過までの期間を、収縮期として特定する。
【００２９】
　より詳細には、図４に示すように、心室の収縮期においては、Ｂモード画像用の超音波
の送受信及びＢフローカラー画像用の超音波の送信が行われ、Ｂフローカラー画像用の超
音波の受信が停止されるように制御信号を出力する。すなわち、心室の収縮期においては
、Ｂモード画像用の超音波の送信及び受信とＢフローカラー画像用の超音波の送信とが交
互に行われる。ただし、Ｂフローカラー画像用の超音波の受信は停止される。一方、前記
制御部８は、心室の拡張期においては、Ｂモード画像用の超音波の送信及び受信とＢフロ
ーカラー画像用の超音波の送信及び受信が行われるように制御信号を出力する。なお、図
４においては、一心周期のみ示されている。
【００３０】
　超音波の受信の停止とは、例えば、前記送受信部３の前記送受信切替スイッチを受信側
に切り替えずに送信状態のままとし、前記送受信部３における前記受信処理を行なわない
ことを意味する。
【００３１】
　前記表示制御部５は、収縮期においては、拡張期に取得されたエコー信号に基づくＢフ
ロー画像ＢＦＧを表示させる。また、前記表示制御部５は、拡張期と収縮期とで異なる表
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示形態となるように、前記ＥＣＧ信号の波形Ｓを表示させる。例えば、拡張期と収縮期と
で異なる色で前記ＥＣＧ信号の波形Ｓを表示させる。この場合、前記表示制御部５は、図
５に示すように、前記ＥＣＧ信号の波形Ｓの色と同じ色で前記関心領域Ｒの輪郭ＲＬを表
示させる。図５では、便宜上収縮期が破線で示され、拡張期が実線で示されているが、異
なる色で表示されているものとする。図５では、収縮期における表示が示されている。
【００３２】
　このように拡張期と収縮期とを識別することができる画像が表示されることにより、操
作者は、収縮期においては、拡張期に取得されたエコー信号に基づくＢフロー画像ＢＦＧ
が表示されていることを知ることができる。拡張期と収縮期とで異なる色で表示される前
記波形Ｓ及び前記輪郭ＲＬは、本発明における識別可能画像及び指示画像の実施の形態の
一例である。また、前記表示制御部５は、本発明における報知部の実施の形態の一例であ
る。
【００３３】
　ちなみに、収縮期において、Ｂモード画像用の超音波の受信は行われているので、この
収縮期の受信によって得られたエコー信号に基づくＢモード画像が表示される。
【００３４】
　また、前記表示制御部５は、拡張期と収縮期とで、異なる色で前記Ｂフロー画像ＢＦＧ
を表示させてもよい。このように拡張期と収縮期とでＢフロー画像ＢＦＧの表示形態を変
えることによっても、操作者は、収縮期においては、拡張期に取得されたエコー信号に基
づくＢフロー画像ＢＦＧが表示されていることを知ることができる。拡張期と収縮期とで
異なる色で表示されるＢフロー画像ＢＦＧは、本発明における識別可能画像の実施の形態
の一例である。
【００３５】
　前記制御部８は、収縮期から拡張期になると、Ｂフローカラー画像用の超音波の受信を
再開させ、この受信で得られたエコー信号に基づくＢフロー画像ＢＦＧを表示させる。
【００３６】
　以上説明した本例の超音波診断装置１によれば、心拍によって生体組織が動く収縮期に
おいては、Ｂフローカラー画像用の超音波の受信が停止され、拡張期において取得された
エコー信号に基づくＢフロー画像ＢＦＧが表示されるので、モーションアーチファクトが
抑制されたＢフロー画像ＢＦＧを表示させることができる。これにより、Ｂフロー画像Ｂ
ＦＧにおいて、微小石灰化部の視認性を確保することができる。
【００３７】
　ちなみに、上述した超音波の受信停止の機能、拡張期と縮小期とを識別することができ
る画像の表示機能、拡張期と縮小期とでＢフロー画像ＢＦＧの表示形態を変える機能を、
前記操作部７においてオン（ｏｎ）オフ（ｏｆｆ）することができるようになっていても
よい。
【００３８】
　次に、第一実施形態の変形例について説明する。先ず第一変形例について説明する。前
記制御部８は、前記アーチファクト期間として設定された心室の収縮期において、Ｂフロ
ーカラー画像用の超音波の受信の停止のほか、超音波の送信も停止させてもよい。
【００３９】
　次に、第二変形例について説明する。前記Ｂフロー画像ＢＦＧは、白黒のＢフロー画像
であってもよい。この場合、Ｂモード画像用の超音波の送受信は行われず、Ｂフロー画像
用の超音波の送受信のみを行なう。従って、前記制御部８は、心室の収縮期においては、
Ｂフロー画像用の超音波の送信のみが行なわれて受信が停止され、心室の拡張期において
は、Ｂフロー画像用の超音波の送信及び受信が行われるように制御信号を出力する。
【００４０】
　表示制御部５は、図６に示すように、前記表示部６にＢフロー画像ＢＦＧからなる超音
波画像ＵＧを表示させる。この場合、前記表示制御部５は、拡張期と収縮期とで異なる色
で表示されるＥＣＧ信号の波形Ｓの色と同じ色の識別画像Ｘを表示させてもよい。本例で
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は、識別画像Ｘは円形状であり、前記Ｂフロー画像ＢＦＧの右上に表示される。ただし、
前記識別画像Ｘの形状や表示位置はこれに限定されるものではない。このような識別画像
Ｘにより、拡張期と収縮期とを識別することができる。
【００４１】
（第二実施形態）
　次に、第二実施形態について説明する。本例の超音波診断装置は、図１に示す超音波診
断装置１と同一の構成であり、以下第一実施形態と異なる事項について説明する。
【００４２】
　本例においては、Ｂフローカラー画像用の超音波の受信において、前記送受信部３によ
ってエコー信号の増幅処理の受信ゲインが調節されるように、前記制御部８は制御信号を
出力する。前記送受信部３及び制御部８は、本発明におけるゲイン調節部の実施の形態の
一例である。
【００４３】
　前記制御部８は、前記ＥＣＧ信号に基づいて制御信号を出力する。前記制御部８は、Ｂ
フローカラー画像用の超音波の受信において、図７に示すように、第一実施形態と同様に
前記アーチファクト期間として設定された心室の収縮期の受信ゲインＧ１が、心室の拡張
期の受信ゲインＧ２よりも低くなるよう制御信号を出力する（Ｇ１＜Ｇ２）。ただし、Ｂ
モード画像用の受信ゲインについては、収縮期と拡張期とで変えることなく一定とする。
【００４４】
　前記表示制御部５は、複数フレームのデータを重み付け加算して得られたデータに基づ
く超音波画像ＵＧを表示させる。重み付け加算は、前記エコーデータ処理部４が、スキャ
ンコンバータによって走査変換される前のローデータ（ｒａｗ　ｄａｔａ）について行な
ってもよいし、前記表示制御部５が、走査変換後の画像データについて行なってもよい。
また、Ｂフロー画像ＢＦＧのみについて重み付け加算されたデータに基づく画像を表示し
、Ｂモード画像ＢＧについては重み付け加算されない画像を表示してもよい。
【００４５】
　本例の重み付け加算について具体的に説明する。前記表示制御部５は、ｎ（ｎ：自然数
）フレーム目の超音波画像ＵＧとして、直前のフレーム、すなわち（ｎ－１）フレーム目
のエコー信号に基づくデータｄｎ－１と、ｎフレーム目のエコー信号に基づくデータｄｎ

とを重み付け加算して得られたデータＤに基づく超音波画像を前記表示部６に表示させる
。すなわち、下記（式１）によってデータＤが作成される。
　Ｄ＝（１－ｋ）ｄｎ－１＋ｋｄｎ　　・・・（式１）
　ただし、（式１）において、ｋは重み付け係数である。
【００４６】
　ｎフレーム目が心室の収縮期である時の重み付け係数ｋをｋ１、ｎフレーム目が心室の
拡張期である時の重み付け係数ｋをｋ２とすると、ｋ１＜ｋ２とする。これにより、心室
の収縮期においては、ｎフレーム目よりも前のデータの加算割合が大きくなるように重み
付け加算が行われる。従って、収縮期においては、拡張期に取得されたエコー信号に基づ
くデータの加算割合よりも、収縮期に取得されたエコー信号に基づくデータの加算割合が
小さくなる。
【００４７】
　前記重み付け係数ｋをｋ１＜ｋ２とするのは、Ｂフロー画像を作成する場合のみであり
、Ｂモード画像の作成においては、これとは異なる重み付け係数ｋが設定されていてもよ
い。
【００４８】
　本例によれば、収縮期の受信ゲインが拡張期よりも小さく、なおかつ収縮期に取得され
たエコー信号に基づくデータの加算割合が小さくなるので、モーションアーチファクトが
抑制されたＢフロー画像ＢＦＧを表示させることができる。これにより、Ｂフロー画像Ｂ
ＦＧにおいて、微小石灰化部の視認性を確保することができる。
【００４９】
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　ちなみに、本例においても、第一実施形態と同様に、前記表示制御部５は、収縮期にお
いて、重み付け加算して得られた画像ではなく、拡張期に取得されたエコー信号に基づく
Ｂフロー画像ＢＦＧを表示させてもよい。また、第一実施形態と同様に、前記ＥＣＧ信号
の波形Ｓ及び前記関心領域Ｒの輪郭ＲＬが、収縮期と拡張期とで異なる色で表示されても
よい。また、収縮期と拡張期とで異なる色でＢフローカラー画像が表示されてもよい。さ
らに、Ｂフロー画像ＢＦＧが白黒のＢフロー画像である場合、第一実施形態の第二変形例
と同様に、識別画像Ｘが表示されてもよい。
【００５０】
　また、上述した収縮期と拡張期とでゲインを変更する機能、収縮期と拡張期とで重み付
け係数を変更する機能を、前記操作部７においてオンオフすることができるようになって
いてもよい。
【００５１】
　以上、本発明を前記実施形態によって説明したが、本発明はその主旨を変更しない範囲
で種々変更実施可能なことはもちろんである。例えば、心周期における前記アーチファク
ト期間として、心室の収縮期が設定されているがこれに限られるものではない。図８に示
すように、収縮期の始まりから所定時間ｔ１が経過するまでの期間である等容収縮期と、
拡張期の始まりから所定時間ｔ２が経過するまでの期間である等容拡張期（等容弛緩期）
は、心拍によるモーションアーチファクトのおそれが少ない。そこで、心周期において、
等容収縮期及び等容弛緩期ではない期間ＴＡ，ＴＢが前記アーチファクト期間として設定
されていてもよい。
【符号の説明】
【００５２】
　　１　超音波診断装置
　　５　表示制御部
　　８　制御部
【図１】
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